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原
内
閣
期
に
お
げ
る
労
働
運
動
対
策
構
想

　
－
臨
時
産
業
調
査
会
の
検
討
を
中
心
に

林
　
　
　
博

史

　
　
　
は
じ
め
に

　
原
内
閣
期
に
お
け
る
労
働
政
策
の
研
究
は
、
協
調
会
に
つ
な
が
る
協
調

主
義
、
内
務
．
農
商
務
両
省
の
労
働
組
合
法
案
、
治
安
警
察
法
一
七
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

適
用
間
趨
等
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
第
一
に
、
内
務
・
農
商
務
官

僚
ら
の
構
想
の
具
体
的
分
析
、
特
に
彼
ら
が
労
働
組
合
法
を
め
ぐ
っ
て
議

論
し
た
臨
時
産
業
調
査
会
の
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
虹
N
、
。
第
二

に
、
一
九
二
〇
年
代
の
労
働
政
策
史
の
叙
述
は
、
原
内
閣
期
か
ら
始
ま
る

の
が
普
通
で
あ
り
、
労
働
組
合
法
に
つ
い
て
も
同
調
査
会
に
出
さ
れ
た
内

務
．
農
商
務
省
両
案
が
以
降
の
対
抗
の
原
型
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
労
働
政
策
史
上
の
原
内
閣
期
の
位
置
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

　
こ
こ
で
は
主
に
臨
時
産
業
調
査
会
の
検
討
を
通
じ
て
国
家
官
僚
の
労
働

運
動
対
策
構
想
を
明
ら
か
に
し
、
労
働
問
題
の
諸
条
件
を
ふ
ま
え
て
、
そ

の
歴
史
的
位
置
と
性
楕
を
確
定
す
る
。
こ
れ
は
労
働
政
策
史
上
だ
け
で
な

く
、
原
内
閣
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
一
つ
の
作
業
で
も

あ
る
。

　
　
　
　
一
　
臨
時
産
業
調
査
会
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
一
九
一
七
年
以
降
の
労
働
争
議
の
激
増
の
中
、
米
騒
動
後
に
成
立
し
た

原
内
閣
は
、
労
働
運
動
に
対
す
る
対
策
の
検
討
を
始
め
た
。
床
次
内
相
を

中
心
に
、
内
務
省
内
、
あ
る
い
は
渋
沢
栄
一
ら
も
含
め
て
争
議
仲
裁
方
法
、

社
冶
漉
設
、
「
労
働
協
会
」
等
が
議
論
さ
れ
、
治
警
法
一
七
条
改
正
も
議
論

さ
れ
た
。

　
一
九
年
段
階
の
労
働
組
合
問
題
を
め
ぐ
る
対
抗
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ

れ
よ
う
。

　
政
府
内
で
も
床
次
そ
の
他
様
々
な
差
違
が
あ
る
が
基
本
的
に
は
労
働
組

合
を
徹
底
し
て
排
除
す
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
た
だ
床
次
の

「
縦
断
組
合
」
構
想
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
I
L
O
の
影
響
も
あ
っ
て
何

ら
か
の
労
働
者
組
織
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状
況
が
存
在
し
た
。

　
他
方
で
は
、
新
聞
、
知
識
人
、
資
本
家
の
一
部
（
大
阪
工
業
会
等
）
で
・

労
働
組
合
の
共
済
的
自
己
修
養
的
職
分
に
注
目
す
る
形
で
の
労
働
組
合
公

認
論
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
が
で
て
く
る
重
要
な
契
機
は
I
L
O

問
題
で
あ
っ
た
。

　
一
九
年
暮
に
発
表
さ
れ
た
内
務
省
の
労
働
委
員
会
法
案
と
農
商
務
省
の

職
工
組
合
法
案
の
対
立
は
、
こ
の
労
働
組
合
問
題
を
め
ぐ
る
対
抗
状
況
の

一
つ
の
反
映
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
。

　
し
か
し
、
一
九
年
一
〇
月
～
一
一
月
に
か
け
て
開
か
れ
た
第
一
回
I
L

○
総
会
で
の
官
選
労
働
代
表
を
め
ぐ
る
紛
糾
、
友
愛
会
を
中
心
と
し
た
労

働
組
合
運
動
の
発
展
、
労
働
委
員
会
法
案
に
対
す
る
世
論
の
反
発
等
の
中

で
政
府
は
新
た
な
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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二
〇
年
二
月
二
日
、
山
本
農
相
は
議
会
で
「
労
働
組
合
法
ノ
如
キ
モ
ノ

ハ
、
矢
張
成
ベ
ク
早
ク
作
ル
方
ガ
宜
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
成
ベ
ク
早
ク
サ
ウ

云
フ
事
ヲ
実
行
ス
ル
運
ビ
ニ
ス
ル
方
ガ
宜
カ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
と
組
合

法
制
定
の
意
恩
を
表
明
し
た
。

　
二
月
二
一
日
、
勅
令
第
三
二
号
を
も
っ
て
、
臨
時
産
業
調
査
会
が
設
置

さ
仏
亭

　
第
一
回
総
会
に
お
い
て
原
首
相
は
、
次
の
よ
う
に
あ
い
さ
つ
し
た
。

　
「
欧
米
諸
国
二
於
ケ
ル
現
時
ノ
状
勢
ヨ
リ
推
考
シ
テ
直
二
我
国
ノ
実
際

間
題
ヲ
論
断
ス
ル
ヲ
得
ス
ト
難
モ
既
二
今
日
ノ
如
ク
発
達
セ
ル
我
産
業
界

ノ
複
雑
ナ
ル
各
種
ノ
間
題
二
就
テ
ハ
調
査
ス
ヘ
キ
事
項
多
ク
又
之
二
伴
ヒ

法
律
制
度
等
ノ
上
二
今
後
多
少
ノ
変
更
ヲ
加
へ
又
ハ
新
規
定
ヲ
必
要
ト
ス

ヘ
キ
モ
ノ
之
ナ
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
シ
例
ヘ
ハ
エ
場
ノ
組
織
若
ハ
資
本
労
働

ノ
関
係
ノ
如
キ
ハ
今
後
益
々
周
到
ナ
ル
調
査
研
究
ヲ
要
ス
ル
ノ
、
、
、
ナ
ラ

ス
　
既
二
労
働
会
議
ニ
モ
参
加
シ
タ
ル
今
日
二
於
テ
ハ
資
本
家
二
偏
セ
ス

労
働
者
ニ
モ
偏
セ
ス
公
平
ナ
ル
見
地
二
立
テ
適
切
ナ
ル
坊
策
ヲ
案
出
セ
サ

ル
ヘ
カ
一
7
（
ズ
）
。
」
つ
ま
り
産
業
の
発
展
に
よ
る
労
働
問
題
の
「
複
雑
」
化

と
I
L
O
へ
の
参
加
が
、
調
査
会
設
置
の
契
機
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
農
商
務
省
の
労
働
組
含
法
案
が
用
意
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
案

は
「
保
護
誘
按
ノ
方
カ
ラ
見
」
た
も
の
で
「
後
ト
ノ
箇
条
ハ
取
締
ノ
点
カ

　
　
　
　
　
（
o
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ラ
見
テ
居
ラ
ヌ
」
と
し
て
、
内
務
省
案
を
含
め
て
幹
事
会
で
検
討
し
て
カ

ら
、
特
別
委
員
に
付
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
幹
事
会
に
お
い
て
、
内
務
・
農
商
務
省
と
も
に
相
譲
ら
な
か
っ
た
が
、

総
選
挙
後
の
第
五
回
幹
事
会
（
五
月
一
九
日
）
に
原
が
出
席
し
、
次
の
よ

う
に
指
示
を
与
え
た
。

　
「
例
ヘ
ハ
東
京
二
於
ケ
ル
在
来
ノ
組
合
ヲ
区
ハ
区
市
ハ
市
ト
シ
テ
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ス
ル
ヲ
可
ト
ス
ヘ
ク
此
等
ヲ
法
律
上
発
達
セ
シ
メ
敢
ヘ
テ
欧
風
二
則
リ
テ

新
紐
合
プ
紛
齢
ズ
〃
夢
ブ
か
〃
ペ
ヅ
　
然
シ
古
来
日
本
ニ
ア
ラ
サ
リ
シ
エ

業
二
関
シ
テ
ハ
或
ハ
之
二
適
合
ス
ル
組
合
ヲ
作
ル
モ
可
ナ
ラ
ム
　
要
ス
ル

ニ
組
合
設
立
ノ
主
タ
ル
目
的
ハ
現
存
セ
ル
モ
ノ
ヲ
発
達
セ
シ
メ
之
ヲ
保
護

奨
励
シ
行
ク
ヲ
原
則
ト
シ
新
シ
ク
起
リ
来
レ
ル
エ
業
ニ
ツ
イ
テ
ハ
例
外
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

設
ク
ル
モ
差
支
ナ
カ
ラ
ム
　
若
シ
一
労
働
団
体
ア
リ
テ
東
京
二
本
都
ヲ
各

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

府
県
二
支
部
ヲ
置
キ
テ
大
運
動
ヲ
ナ
サ
ン
カ
ソ
ノ
勢
カ
ヤ
偉
大
ニ
シ
テ
国

於
い
ヅ
デ
バ
町
脚
い
刈
二
’
ゾ
ギ
断
膨
ヅ
プ
〃
　
サ
レ
ハ
若
シ
全
国
的
ノ

組
合
カ
設
立
サ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
其
ノ
連
合
ニ
シ
デ
弊
害
ア
ラ
ハ
之
ヲ
禁

止
ス
ヘ
ク
弊
害
ナ
シ
ト
セ
ハ
別
二
禁
止
ス
ル
必
要
ナ
カ
ル
ヘ
シ
　
如
上
ノ

案
ニ
ヨ
レ
ハ
圧
追
禁
止
ノ
意
味
モ
ナ
キ
次
第
ナ
リ
凡
ソ
斯
カ
ル
場
合
ニ

ハ
如
何
ニ
ス
ヘ
キ
ト
イ
フ
風
二
考
フ
ル
ハ
無
益
ナ
リ
問
題
ノ
生
シ
来
タ
ラ

ハ
英
ノ
時
適
当
二
考
察
シ
従
ヅ
テ
法
律
ノ
改
正
ヲ
ナ
ス
モ
可
ナ
ラ
ス
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

地
域
ノ
問
題
ハ
最
大
限
度
ヲ
府
県
単
位
ト
ス
ヘ
シ
。
」
（
傍
点
筆
者
）

　
こ
こ
で
い
う
「
組
合
」
は
、
労
働
組
合
と
い
う
よ
り
、
共
済
的
相
互
扶

助
的
団
体
等
を
示
し
て
い
る
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
原
は
そ
う
し

た
団
体
の
「
保
謹
奨
励
」
を
基
本
と
し
、
「
欧
風
」
の
労
働
組
合
を
敵
視

す
る
。
し
か
も
全
国
的
労
働
組
合
を
否
認
す
る
の
で
あ
る
。
組
合
法
制
定

へ
の
消
極
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筍
）

　
幹
事
会
で
は
以
後
、
「
農
商
務
省
案
ヲ
大
体
ノ
骨
子
ト
シ
テ
進
」
め
て

い
く
こ
と
に
決
め
、
第
九
回
幹
事
会
（
六
月
一
（
脾
日
）
で
一
応
審
議
を
終

了
し
案
を
決
定
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
。

　
総
選
挙
に
圧
勝
し
た
原
・
政
友
会
内
閣
は
、
組
合
法
へ
も
冷
淡
に
な
り
、
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調
査
会
の
存
在
は
、
議
会
で
の
野
党
の
追
求
に
対
し
て
、
調
査
中
だ
と
い

う
逃
口
上
に
利
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
化
し
た
。

　
調
査
会
設
挺
当
初
に
お
い
て
も
原
内
閣
が
組
合
法
制
定
に
秘
極
的
で
あ

っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
幹
事
会
に
お
け
る
議
論
は
、
な
わ
ぱ
り

争
い
L
に
と
ど
ま
ら
ず
、
官
僚
た
ち
の
労
働
組
合
・
労
働
運
動
に
対
す
る

認
識
を
よ
く
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
幹
事
会
で
の
議
論
を
中

心
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

二
　
農
商
務
省
の
労
働
運
動
対
策
構
想

　
ま
ず
第
一
に
現
状
認
識
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
「
我
国
二
於
ケ
ル
労

働
組
合
ナ
ル
モ
ノ
ノ
発
達
ハ
頗
ル
顕
著
ナ
ラ
ス
未
タ
法
規
ヲ
以
テ
之
ヲ

規
偉
ス
ル
ノ
程
度
二
達
セ
サ
ル
ナ
リ
　
故
二
組
合
法
ハ
既
二
発
生
シ
タ
ル

団
体
ノ
行
動
ヲ
規
律
ス
ル
ヲ
以
テ
第
一
義
ト
為
サ
ハ
今
日
ノ
事
情
ノ
下
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〕

於
テ
ハ
特
二
法
律
ヲ
制
定
ス
ル
ノ
要
ナ
シ
ト
云
フ
ヘ
シ
」
と
、
労
働
組
含

は
未
だ
未
発
達
で
あ
る
と
い
う
。

　
第
二
に
、
で
は
な
ぜ
労
働
問
題
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
か
。

「
然
レ
ト
モ
労
働
運
動
ハ
今
ヤ
世
界
的
風
潮
ニ
シ
テ
列
国
戦
後
ノ
重
要
ナ

ル
国
政
問
題
ノ
一
タ
ル
ヲ
炎
ハ
ヌ
　
其
ノ
勢
ノ
赴
ク
所
動
モ
ス
レ
ハ
放
縦

二
走
リ
極
端
二
流
レ
易
ク
延
イ
テ
ハ
一
国
産
業
ノ
発
達
ヲ
阻
審
ス
ル
コ
ト

大
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
而
モ
海
外
二
於
ケ
ル
労
働
運
動
ノ
一
波
一
欄
ハ
直
二
我

国
ニ
モ
波
及
セ
ス
ン
ハ
止
マ
ス
　
我
カ
最
近
ノ
此
ノ
種
運
動
ノ
時
二
悪
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

ノ
傾
向
ヲ
帯
フ
ル
又
故
ナ
キ
ニ
非
サ
・
ル
ナ
リ
。
」
山
本
農
相
は
、
新
聞
で

「
近
時
我
国
に
於
て
労
働
問
題
の
喧
伝
せ
ら
れ
労
働
運
動
の
蜂
起
す
る
に

至
れ
る
は
一
面
我
国
の
産
業
が
最
近
非
常
な
る
発
達
を
為
し
た
る
緒
果
と

し
て
労
働
者
が
英
の
地
位
境
遇
を
自
覚
し
た
る
に
よ
る
も
又
他
の
一
面
に

於
て
は
現
時
の
労
働
運
動
は
必
ず
し
も
其
の
自
然
の
発
達
の
経
路
に
よ
る

に
あ
ら
ず
し
て
欧
米
に
於
け
る
労
働
問
題
の
影
響
と
労
働
問
題
研
究
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

宣
伝
に
因
る
所
紗
少
な
り
と
せ
ず
L
と
述
べ
て
い
る
。
産
業
の
発
展
に
よ

る
労
働
者
の
白
覚
の
向
上
の
点
も
見
て
は
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
欧
米
の
労

働
運
動
の
影
響
が
日
本
の
労
働
運
動
の
悪
化
を
生
み
だ
し
て
い
る
と
い
う

認
識
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
労
働
組
含
法
制
定
の
必
要
性
を
「
労
働
運
動
ノ
悪
化
ハ
往
々
ニ

シ
テ
産
業
組
織
ノ
根
抵
ヲ
破
壊
シ
国
民
思
想
ノ
素
乱
ヲ
来
シ
英
ノ
影
響
ノ

　
　
＾
中
二

及
フ
所
潮
リ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
　
是
レ
政
策
上
組
合
法
ヲ
制
定
シ
テ
労
働
運

動
二
其
ノ
針
路
ヲ
指
示
ス
ル
ヲ
以
テ
我
国
刻
下
ノ
急
務
ナ
リ
ト
ス
ル
所
以

（
蝸
）

ナ
リ
」
と
説
明
す
る
。
そ
れ
は
「
国
家
産
業
の
健
金
な
る
発
展
を
目
標
と

（
H
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帖
）

し
て
」
「
産
業
政
策
ノ
見
地
」
か
ら
立
案
さ
れ
る
。
ま
た
「
我
国
も
亦
国

際
連
盟
の
一
貫
と
し
て
国
際
労
働
局
に
加
入
せ
ん
と
す
る
以
上
は
之
に
順

応
し
て
諸
般
の
施
設
を
行
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
勿
諭
な
り
。
只
我
国
の

工
業
近
時
長
足
の
遊
歩
を
な
し
往
時
に
比
し
て
面
目
を
一
新
し
た
る
の
感

あ
る
も
、
之
を
欧
米
の
先
進
国
に
比
す
れ
ぱ
工
業
主
の
資
カ
に
於
て
も
亦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
守
二

職
工
の
熟
繊
に
於
て
も
未
だ
違
く
及
ぱ
ざ
る
も
の
あ
り
。
従
っ
て
労
働
協

約
の
中
に
は
直
ち
に
之
を
我
国
に
適
用
し
難
き
も
の
あ
る
べ
し
。
特
に
資

本
家
と
労
カ
と
の
関
係
に
急
激
な
る
変
化
を
生
ぜ
し
め
、
為
に
生
産
を
減

退
せ
し
む
る
が
如
き
は
努
め
て
之
を
避
け
ざ
る
ぺ
か
ら
ず
と
難
も
、
又
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
）

日
よ
り
世
界
の
大
勢
に
従
っ
て
進
展
す
る
の
用
意
な
か
る
ぺ
か
ら
ず
」
と

す
る
。
つ
ま
り
、
国
際
協
調
、
I
L
O
へ
の
参
加
か
ら
生
ず
る
制
約
を
背

景
に
、
産
業
政
策
の
見
地
か
ら
、
「
労
働
運
動
ノ
悪
化
」
の
予
防
策
と
し
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て
組
合
法
が
立
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
π
）

　
第
四
に
、
そ
の
組
合
法
の
内
容
は
「
或
理
想
的
標
準
」
を
設
定
し
、
そ

の
基
準
に
あ
わ
せ
て
「
労
働
組
合
」
を
つ
く
ら
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

欧
米
流
の
労
働
組
合
の
流
入
を
防
ぎ
、
産
業
の
発
展
に
資
す
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
そ
こ
に
は
現
実
に
存
在
す
る
労
働
組
合
－
組
合

法
の
枠
外
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
労
働
組
合
へ
の
対
策
を
欠
い
て
い
た
。

「
本
法
ニ
ヨ
ツ
テ
公
認
セ
ラ
レ
タ
ル
組
合
ノ
外
ハ
其
ノ
存
在
ヲ
認
メ
サ
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
ソ
レ
等
ハ
所
謂
排
松
認
ノ
組
合
ト
ナ
ル
」
「
政
府
ハ
ソ
コ
マ

テ
世
話
シ
ユ
ク
必
要
ハ
ア
ル
マ
シ
」
と
い
う
よ
う
に
。

　
以
上
要
約
す
れ
ぱ
、
農
商
務
省
は
、
国
際
協
調
と
い
う
犬
枠
の
中
で
、

産
業
政
策
の
見
地
か
ら
、
「
理
想
的
標
準
」
を
設
定
し
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て

組
合
を
つ
く
ら
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
・
欧
米
流
の
「
悪
化
」
せ
る
労

働
組
合
の
流
入
を
防
ぎ
、
産
業
の
発
展
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
現
実
の
日
本
の
労
働
組
合
は
と
る
に
た
ら
な
い
も
の
と
見
つ
つ
、
予

防
的
観
点
か
ら
組
合
法
の
必
要
性
を
見
て
い
た
。
ま
た
治
安
政
策
や
社
会

政
策
の
点
跳
が
極
め
て
乏
し
く
、
あ
く
ま
で
産
業
政
策
の
立
場
か
ら
の
も

の
で
あ
っ
た
。

三
　
内
務
省
の
労
働
運
動
対
策
構
想

　
川
村
竹
治
響
保
局
長
は
、
第
三
回
幹
事
会
に
お
い
て
、
内
務
省
案
の
提

案
説
明
の
申
で
、
「
今
日
我
力
国
ノ
状
態
ヨ
リ
ス
レ
ハ
労
働
組
合
ヲ
組
織

ス
ル
コ
ト
ハ
法
律
二
目
ツ
テ
禁
止
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ァ
ラ
ス
　
従
ツ
テ
組
合

を
組
織
ス
ル
コ
ト
ハ
自
由
タ
ル
ヘ
シ
事
実
各
種
ノ
組
合
ハ
現
存
セ
リ
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

シ
現
在
ノ
マ
マ
ニ
放
置
シ
テ
可
ナ
リ
ヤ
」
と
問
題
を
投
げ
か
け
た
上
で
、

組
合
対
策
の
必
要
性
を
次
の
二
点
か
ら
述
ぺ
た
。

　
「
第
一
ハ
国
際
労
働
ノ
立
場
ヨ
リ
ス
ル
モ
我
力
国
ハ
此
人
後
委
員
ヲ
送

ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
此
ノ
委
員
ヲ
送
ル
為
メ
ニ
ハ
何
等
カ
ノ
形
態
ヲ

備
ヘ
タ
ル
組
合
ヲ
必
要
ト
ス
ヘ
シ
　
委
員
ノ
選
択
に
関
シ
テ
モ
前
回
ノ
如

キ
無
秩
序
二
行
ハ
シ
ム
ル
能
ハ
ス
　
コ
レ
法
律
ニ
ヨ
ル
組
合
ノ
成
立
ヲ
要

望
ス
ル
所
以
也

　
第
ニ
ハ
各
種
ノ
組
含
現
存
ス
ル
モ
何
等
法
律
ノ
擦
ル
ヘ
キ
ナ
ク
従
ヅ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
趾
）

之
ヲ
取
締
リ
又
ハ
監
督
シ
指
導
ス
ヘ
キ
適
ナ
キ
ハ
不
便
ナ
リ
。
」

　
つ
ま
り
I
L
O
対
策
と
「
取
締
リ
又
ハ
監
督
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　
次
に
「
立
法
ノ
精
神
」
「
見
地
」
で
あ
る
が
、
「
労
働
組
合
ハ
本
来
労
働

者
力
英
ノ
共
同
ノ
福
利
ヲ
保
謹
ス
ル
カ
タ
メ
実
際
ノ
必
要
上
自
然
二
起
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
守
二

来
リ
タ
ル
一
ノ
団
結
ニ
シ
テ
国
家
ノ
法
制
二
以
テ
之
二
認
許
ヲ
附
与
シ
芙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

ノ
発
生
ヲ
左
右
ス
ヘ
キ
性
賀
ノ
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
し
て
、
法
に
よ
っ
て
そ

の
発
生
を
左
右
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
、
現
実
の
薯
態
に
対
応
し
た
形
で

対
策
を
と
ろ
う
と
い
う
婆
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
「
労
働
運
動
ハ
独
リ

産
業
政
策
ノ
見
地
ヨ
リ
之
ヲ
観
察
シ
解
決
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
之
ヲ

思
想
問
題
及
社
会
問
題
ト
シ
テ
其
ノ
攻
究
並
二
立
法
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
　
随

テ
余
リ
ニ
窮
屈
ナ
ル
範
蟻
ヲ
作
リ
テ
英
ノ
鰺
域
ヲ
起
ヘ
サ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス

ル
カ
如
キ
ハ
労
働
運
動
ノ
悪
化
ヲ
豫
防
セ
ン
ト
シ
テ
却
テ
之
ヲ
激
成
セ
シ

　
　
　
　
（
盟
）

ム
ル
ノ
虞
ア
リ
」
「
農
商
務
省
案
ノ
如
ク
一
概
二
斯
カ
ル
種
類
ノ
組
合
ナ

ラ
テ
ハ
認
可
セ
ス
ト
ナ
ス
ハ
不
可
ナ
リ
ー
－
前
述
ノ
如
ク
我
国
二
於
テ
ハ

既
二
各
種
ノ
組
含
ア
リ
然
ル
ニ
此
等
ノ
存
在
ヲ
認
メ
ス
シ
テ
一
定
ノ
型
以

外
ナ
リ
ト
テ
之
ヲ
解
散
シ
若
ク
ハ
禁
止
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
労
働
運
動
ヲ
善
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

ス
ル
ニ
非
ス
シ
テ
寧
口
之
ヲ
悪
化
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
、
厳
し
い
制
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隈
は
か
え
っ
て
組
合
を
「
悪
化
」
さ
せ
る
と
し
て
反
対
す
る
。

　
以
上
に
関
連
し
て
取
締
に
つ
い
て
も
「
組
合
ノ
決
議
力
単
二
法
令
二
違

背
シ
タ
ル
ト
キ
行
政
官
庁
ハ
組
合
ノ
解
散
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
謂
フ

モ
為
二
組
合
ノ
存
立
ト
行
動
ノ
基
礎
ヲ
危
フ
ス
ル
ノ
虞
ア
リ
　
葉
ノ
解
敵

ノ
如
キ
ハ
一
般
緒
社
ト
同
シ
ク
国
家
ノ
公
安
ヲ
以
テ
論
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ

テ
之
ヲ
治
安
警
察
法
英
ノ
他
二
譲
ル
ヲ
以
テ
足
ル
ヘ
ク
特
二
組
合
法
二
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

テ
広
キ
範
囲
二
亘
リ
之
力
規
定
ヲ
為
ス
ハ
適
当
ナ
ラ
ス
」
と
治
警
法
（
一

七
条
も
含
め
て
）
そ
の
他
一
般
法
令
で
十
分
取
締
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
。　

組
合
設
立
は
許
可
制
で
な
く
屈
出
制
と
す
る
。
屈
出
制
は
、
屈
出
だ
け

で
可
と
す
る
点
と
、
届
出
し
な
い
場
合
は
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
点
を
含
ん

で
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
然
ラ
ハ
其
ノ
非
公
認
ノ
組
合
ハ
如
何
二
監
督

シ
ュ
ク
ヤ
マ
タ
組
合
ヲ
保
護
セ
ン
ト
セ
ハ
組
合
員
ノ
行
動
二
注
意
ス
ル
要

　
　
（
珊
）

ア
ル
ヘ
シ
」
と
専
ら
監
督
取
締
の
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

国
家
の
監
督
下
に
は
い
ら
な
い
も
の
は
弾
圧
す
る
と
い
う
こ
と
を
裏
に
秘

め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
要
約
す
れ
ぱ
、
I
L
0
へ
の
参
加
と
い
う
状
況
下
、
労
働
組
合
の
発
展

と
い
う
事
態
を
前
に
し
て
、
存
在
す
る
す
ぺ
て
の
労
働
組
合
を
監
督
取
締

の
下
に
お
く
手
段
と
し
て
組
合
法
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
「
悪
化
」

を
防
ぐ
と
い
う
観
点
か
ら
、
組
合
を
過
度
に
規
制
す
る
条
項
に
反
対
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
治
安
政
策
の
観
。
点
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
「
譲
歩
・
改
良
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

る
統
治
」
の
観
点
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
　
　
　
．

四
　
原
内
閣
期
の
歴
史
的
位
置

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
農
商
務
省
は
産
業
政
策
の
見
地
か
ら
、
内

務
省
は
治
安
政
策
の
見
地
か
ら
労
働
運
動
対
策
を
考
え
て
お
り
、
一
都
の

少
壮
官
僚
を
除
け
ぱ
、
労
働
－
社
会
政
策
的
観
点
は
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
労
働
運
動
対
策
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
基
本
的
枠
組
に
か

か
わ
る
間
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
労
働
運
動
、
第
二
に
労
資
関
係
と

の
関
連
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
労
働
運
動
の
発
展
段
階
と
そ
の
分
化
の
間
題
で
あ
る
。

　
一
九
～
二
〇
年
段
階
は
、
労
働
者
の
組
織
化
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ぱ
、

第
一
に
、
労
働
組
含
が
、
急
速
に
発
展
す
る
労
働
運
動
の
担
い
手
と
し
て

の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
段
階
と
い
え
る
。
団
体
数
、
人
数
が
急
速
に

増
え
つ
つ
あ
る
だ
け
で
な
く
（
表
A
・
B
）
、
増
加
す
る
労
働
争
議
へ
の

関
与
率
も
急
速
に
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
（
表
C
D
E
）
。
質
的
に
も
相
互

扶
助
団
体
的
色
彩
を
脱
皮
し
、
労
働
条
件
の
改
善
、
更
に
は
労
働
者
の
解

放
を
め
ざ
す
労
働
組
含
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
。
第
二
に
労
働
組
合
へ

の
結
築
に
と
ど
ま
ら
ず
。
労
働
者
階
級
と
し
て
の
階
級
的
横
断
的
縞
集
が

始
ま
っ
た
。
一
九
年
秋
の
I
L
O
官
選
労
働
代
表
反
対
闘
争
に
は
友
愛
会

を
は
じ
め
主
だ
っ
た
労
働
組
合
が
ほ
と
ん
ど
縞
集
し
、
二
〇
年
初
め
の
普

選
運
動
、
第
一
回
メ
ー
デ
ー
の
開
催
、
労
働
組
合
同
盟
会
の
結
成
へ
と
急

速
に
進
ん
で
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
、
労
働
運
動
が
全
体
と

し
て
階
級
的
強
化
を
す
す
め
つ
つ
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
二
三
年
以
降
、
労
働
運
動
内
に
ボ
ル
派
－
左
派
と
そ
れ
に
対

抗
す
る
形
で
右
派
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
左
右
へ
の
分
化
自
体
、
一
面
．

で
は
政
策
の
影
響
な
の
で
あ
る
が
、
他
面
で
は
、
治
安
政
策
と
は
区
別
さ

　
　
　
　
（
蝸
〕
．

れ
る
労
働
政
策
の
条
件
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
最
終
的
に
は
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表労働組合・労働争議表

1907年

1916

ユ917
1918

1919

1920

1921

ユ922

1923

1624

1925

1926

労働組合数
　　ω

約40

107

187

273

300

389

432

469

457

488

組合員数
　1B〕

不詳
〃

〃

〃

〃

〃

10．3412

13．7381

ユ2．5551

22．8278

25．4262

28．4739

同盟罷怠業
件数　　ゆ）

108

398

417

497

282

246

250

270

333

293

495

同盟罷怠業
参加人数（功

S413

5，ア309

6．6457

6．3137

3，63ア1

5．8225

4．1503

3．6259

5．4526

4，Oア42

6．7234

労働団体の
労働争議関
与率　　（E〕

15，2％

24，1

40，0

30．0

・40，0

44，3

43，5

52．1

出典：ω傲o胴r大正十五年労働運醐年報」、（域安田浩作成r世界史における地域と民象（続〕」

　　p　136より，　｛0〕O功1主，　ユ923幸F』以自打・ま。　罷…竈のみo

何
ら
か
の
体
制
変
革
を
め
ざ
す
左
派
に
対
す
る
抑
圧
と
、
議
会
主
義
と
経

済
闘
争
に
隈
定
す
る
右
派
の
保
謹
乃
至
育
成
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
右

派
に
対
し
て
は
秩
序
形
成
的
役
割
を
認
め
、
一
定
の
保
護
を
与
え
、
労
働

者
統
治
の
柱
と
し
て
利
用
す
る
。
労
働
者
へ
の
こ
う
し
た
分
製
支
配
と
、

治
安
・
産
業
政
策
か
ら
相
対
的
に
独
自
な
労
働
政
策
の
形
成
は
、
メ
ダ
ル
。

の
表
裏
で
あ
る
。

　
つ
け
加
え
れ
ぱ
、
右
派
は
経
済
闘
争
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
議
会
主

義
を
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
す
る
が
、
普
通
選
挙
が
現
実
の
日
程
に
の
ぼ

っ
て
く
る
の
は
、
二
三
年
後
半
期
以
降
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
独
占
資
本
主
義
の
成
立
と
そ
れ
に
と
も
な
う
分
断
的
璽
層
的
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

資
関
係
の
形
成
と
の
関
連
で
あ
る
。

　
第
一
次
大
戦
直
後
の
時
期
は
、
一
定
の
横
断
的
労
働
市
場
が
形
成
さ
れ
、

職
種
間
の
賃
金
楮
差
も
縮
少
し
、
全
体
と
し
て
労
働
者
階
級
の
統
一
性
が

強
化
さ
れ
た
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
に
労
働
運
動
の
全
体
と
し
て
の
階

級
的
強
化
が
進
行
し
た
。

　
し
か
し
、
反
動
恐
慌
、
更
に
二
一
年
の
労
働
攻
勢
が
敗
北
し
て
以
降
、

分
断
的
重
層
的
労
資
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
つ
に
は
経
営
内
に

お
け
る
基
幹
熟
絞
工
乃
至
半
熟
練
工
と
そ
の
他
の
不
熟
練
工
と
の
分
断
、

二
つ
に
は
、
独
占
的
高
利
潤
を
経
済
的
基
礎
に
、
相
対
的
に
安
定
し
た
労

資
関
係
を
形
成
し
た
独
占
的
大
経
営
と
、
不
安
定
な
非
独
占
的
経
営
と
へ

の
分
化
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
主
に
二
点
目
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
独
占
的
犬
経
営
に
お
い

て
は
、
氏
営
で
は
労
働
組
合
を
排
除
し
た
形
で
、
官
営
で
は
穏
健
な
労
働

組
合
を
認
め
、
相
対
的
に
安
定
し
た
労
賞
関
係
を
形
成
し
た
。
し
か
し
、

非
独
占
的
経
営
で
は
左
右
の
労
働
組
合
が
存
在
し
、
労
働
争
議
も
多
発
し
、

労
資
関
係
も
不
安
定
で
あ
っ
た
一
独
上
］
的
産
業
資
本
の
利
益
を
代
表
す
る

差28
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日
本
工
業
倶
楽
部
が
組
合
法
に
否
定
的
で
あ
り
つ
つ
、
行
政
的
に
執
行
さ

れ
た
労
働
政
策
に
比
較
的
関
心
が
う
す
い
の
に
対
し
、
中
小
産
業
資
本
の

利
益
を
反
映
し
て
い
る
大
阪
工
業
会
等
が
労
働
組
合
法
制
定
を
も
稜
極
的

｝
嚢
し
て
い
た
こ
と
に
ポ
こ
の
よ
う
な
労
資
関
係
の
あ
り
方
の
差
違

が
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
労
働
組
合
の
存
在
を
ふ
ま
え
た

国
家
の
労
働
政
策
を
必
要
と
す
る
条
件
と
共
に
そ
れ
を
阻
止
す
る
条
件
も

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
左
派
に
対
す
る
抑
圧
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
穏
健
な
労
働
組
合
を
基
礎

と
し
た
労
働
者
統
治
を
す
す
め
よ
う
と
し
た
社
会
局
の
労
働
政
策
は
、
二

三
～
四
年
以
降
の
上
述
の
労
働
運
動
・
労
資
関
係
の
中
で
推
し
進
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
小
　
括

　
臨
時
産
業
調
査
会
等
に
み
る
内
務
・
農
商
務
両
省
の
議
論
は
、
国
際
的

革
命
運
動
の
一
。
同
揚
の
中
で
の
日
本
労
働
運
醐
の
急
成
長
・
全
体
と
し
て
の

階
級
的
強
化
（
左
右
対
立
の
未
成
熱
）
、
政
府
の
国
際
協
調
路
線
の
一
環

と
し
て
の
I
L
O
参
加
と
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
う
け
て
、
労
働
政
策
の
外

枠
（
労
働
組
合
法
と
い
う
形
式
）
を
輸
入
し
な
が
ら
、
そ
の
構
想
の
内

容
．
発
想
は
、
治
安
乃
至
産
業
政
策
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
つ
ま

り
、
国
内
の
労
働
運
動
に
対
し
て
、
ま
つ
た
く
未
成
熟
な
も
の
と
し
て
専

ら
予
防
的
観
点
か
ら
見
る
か
、
全
労
働
組
合
を
監
督
取
締
下
に
お
い
て
治

安
維
持
を
全
う
す
る
か
、
で
あ
っ
た
百
で
あ
る
か
ら
、
国
内
外
の
運
動
・

世
論
が
弱
ま
れ
ば
、
治
安
政
策
等
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
事
実
、
原
内
閣
は
、
二
〇
年
六
月
以
峰
組
合
法
の
検
討
も
打
ち
切
り
、

労
働
攻
勢
を
カ
で
圧
殺
し
た
。
三
菱
川
崎
争
議
は
そ
の
頂
点
で
あ
る
。

　
原
内
閣
は
、
一
九
年
に
は
、
労
働
組
合
排
除
を
ね
ら
っ
た
協
調
主
義
を

捉
囑
し
た
が
、
そ
れ
以
降
の
労
働
運
動
の
展
開
に
対
し
、
新
た
な
理
念
を

も
っ
た
労
働
運
動
対
策
－
労
働
政
策
を
打
ち
出
せ
な
か
っ
た
。
一
時
的
に

は
労
働
攻
勢
を
打
ち
破
っ
た
が
、
労
働
組
合
は
も
は
や
無
視
で
き
ぬ
も
の

と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い
っ
た
。
（
各
表
参
照
）

　
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
「
今
日
労
働
運
動
界
は
世
界
を
挙
げ
て
、
一

時
的
反
動
の
時
期
に
入
つ
た
の
で
は
あ
る
が
而
し
て
我
国
の
労
働
運
動
亦

同
様
で
は
あ
る
が
表
面
上
反
動
的
に
平
隠
で
あ
つ
て
花
々
し
い
事
件
が
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

｛
㍑
頂
湾
凄
ユ
堀
｛
増
遵
て
巧
圧
黒
兇

｝
叱
w
噌
㌦
小
咽
労
働
者
の
共
同
連
帯
心
及
階
級
的
意
識
ポ
亦
瓦
僕
附
に

強
㍗
な
つ
て
来
る
と
一
一
冒
う
こ
と
は
識
者
の
看
過
す
る
を
得
な
い
所
で
あ
ろ

う
」
（
傍
点
筆
者
）
と
現
実
を
リ
ア
ル
に
認
識
し
て
い
た
官
僚
達
が
存
在

し
た
。
彼
ら
は
社
会
局
（
二
二
年
一
一
月
設
置
）
に
結
集
し
、
二
三
年
以

降
、
新
た
な
労
働
政
策
を
推
し
進
め
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
西
岡
孝
男
「
労
働
組
合
法
案
を
め
ぐ
る
十
年
間
」
（
『
同
本
労
働

　
　
協
会
雑
誌
』
的
・
6
0
号
、
一
九
六
四
年
）
渡
辺
徹
「
日
本
に
お
け
る

　
　
労
働
組
合
法
案
の
登
揚
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
前
　
8
7
・
鵬
号
、
一
九

　
　
六
六
年
）
安
田
浩
「
政
党
政
治
体
制
下
の
労
働
政
策
－
原
内
閣
期
に

　
　
お
け
る
労
働
組
合
公
認
問
題
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
伽
号
、
一
九
七
五

　
年
）
上
井
喜
彦
「
第
一
次
犬
戦
直
後
の
労
働
政
策
－
治
警
法
〃
条
の

　
解
釈
．
適
用
問
趨
を
中
心
と
し
て
」
（
『
労
働
運
動
史
研
究
』
6
2
号
、

　
　
一
九
七
九
年
）
な
ど
。

（
2
）
　
小
路
田
泰
直
「
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る
社
会
政
策
の
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形
成
」
（
『
目
本
史
研
究
』
肚
号
、

　
て
い
る
。

（
3
）
　
『
渋
沢
栄
一
伝
記
賢
料
』
第
一

（
4
）
　
会
．
の
経
過

三
月
二
二
目

　
　
一
九
目

　
　
二
六
日

　
　
三
一
日

五
月
一
九
日

　
　
二
四
日

六
月
　
三
目

　
　
　
七
目

　
　
一
四
目

一
九
二
一
年

六
月
二
四
日

七
月
一
一
目

一
九
八
○
年
）
で
一
部
言
及
さ
れ

二
一
巻
、
四
五
七
頁
等
。

第
一
回
総
会
・
第
一
回
幹
事
会

第
二
回
幹
事
会

第
三
回

第
四
回

第
五
回

第
六
回

第
七
回

第
八
回

第
九
回

”””〃”〃”

農
蘭
務
省
案
説
明

内
務
省
案
提
出

両
案
討
議

原
首
相
指
示

農
商
務
省
案
に
基
づ
き
討
議

　
〃

　
〃逐

条
審
議
終
了

第
十
回
幹
事
会
（
一
部
）

第
一
一
回
　
・

　
　
以
後
、
開
か
れ
ず
二
二
年
九
月
一
六
日
廃
止
。

　
　
会
長
は
首
相
、
副
会
長
は
農
相
と
内
相
。
幹
事
は
内
務
．
農
商

　
務
・
司
法
・
鉄
適
・
逓
信
等
各
省
か
ら
計
一
〇
名
。
な
お
内
務
省
か

　
ヶ
労
働
委
員
会
法
案
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
（
以
下
同
調
査
会
関

　
係
資
料
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
臨
時
産
業
調
査
会
曹
類
』
に
含

　
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
）

（
5
）
　
『
総
会
議
事
録
』

（
6
）
　
『
総
会
遠
記
録
』

（
7
）
　
『
幹
事
会
議
事
録
』

（
8
）
同
前
。

（
9
）
　
一
年
後
、
関
西
を
中
心
に
大
争
議
が
続
く
中
で
二
度
開
か
れ
る

　
が
、
す
ぐ
に
途
絶
し
た
。

（
1
0
）
　
四
傑
隆
英
「
内
務
省
ノ
批
評
二
対
ス
ル
意
見
」

（
u
）
　
農
商
務
省
「
労
働
組
含
法
制
定
ノ
理
由
」
（
『
総
会
議
事
録
』
）

（
1
2
）
　
「
国
民
新
聞
」
　
一
九
二
〇
年
一
月
六
目
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
1
3
）
　
農
商
務
省
「
労
働
組
合
法
制
定
ノ
理
由
」

（
1
4
）
　
四
条
隆
英
工
務
局
長
談
「
新
愛
知
」
一
九
二
〇
年
一
月
八
日
、

（
H
）
　
四
条
隆
英
「
内
務
省
ノ
批
評
二
対
ス
ル
意
見
」

（
1
6
）
　
一
九
一
九
年
五
月
一
六
目
、
工
場
監
督
主
任
官
会
議
に
於
け
る

　
山
本
農
相
訓
示
（
『
日
本
労
働
年
鑑
』
　
一
九
二
〇
年
版
、
八
四
四
頁
）

（
1
7
）
　
添
囲
敬
一
郎
地
方
局
長
が
農
商
務
省
案
を
評
し
た
発
青
（
『
幹

　
事
会
議
事
録
』
第
三
回
幹
事
会
）

　
　
そ
の
内
容
は
、
「
組
合
員
ノ
労
働
条
件
ノ
維
持
改
善
芙
ノ
他
業
務

　
上
ノ
利
益
ノ
保
護
増
進
ヲ
図
リ
其
ノ
相
互
協
助
ヲ
為
ス
ヲ
目
的
」

　
「
同
種
又
ハ
密
接
ノ
関
係
ア
ル
職
業
二
於
ケ
ル
労
働
者
」
の
み
の
組

　
織
、
法
人
強
制
、
設
立
許
可
制
、
道
府
県
以
内
、
厳
猪
な
監
督
．
取

　
締
規
定
等
、
厳
し
い
枠
を
は
め
て
、
そ
れ
に
合
致
す
る
組
合
の
み
を

　
法
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
1
8
）
　
第
三
回
幹
事
会
で
の
四
條
発
言
（
同
前
）

（
1
9
）
　
農
商
務
省
か
ら
二
名
の
幹
事
が
出
て
い
る
が
、
そ
の
一
人
で
あ

　
る
松
村
真
一
郎
（
も
う
一
人
は
四
條
）
は
、
「
労
働
組
合
法
二
関
ス

　
ル
意
見
（
未
定
稿
）
」
と
い
う
文
書
を
提
出
し
、
独
自
の
議
論
を
展
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開
し
て
い
る
。
松
村
は
、
「
産
業
ヲ
標
準
」
と
し
「
賃
金
英
ノ
他
労

働
条
件
ノ
維
持
改
善
ヲ
主
眼
ト
シ
、
集
合
契
約
（
8
忌
弐
亮
一
〕
胃
．

○
筥
串
ま
）
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
之
力
手
段
ト
ス
」
る
労
働
組
合
法
の
制
定

（
た
だ
し
、
「
労
働
団
体
法
」
と
し
て
、
事
業
組
含
、
労
働
組
合
、
協

調
組
合
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
）
、
治
安
響
察
法
撤
廃
・
労
働
争

議
法
制
定
、
各
産
業
区
へ
の
「
調
訂
委
員
会
」
の
設
置
等
を
主
張
し

て
い
る
。
南
原
繁
や
河
合
栄
治
郎
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
一
言
及
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
段
階
で
、
局
長
ク
ラ
ス
で
こ
う
い
う
考
え
方
が
存

在
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

（
2
0
）
　
『
幹
事
会
議
事
録
』

（
2
1
）
　
同
前
。

（
2
2
）
　
内
務
省
「
農
商
務
省
案
　
労
働
組
合
法
二
対
ス
ル
意
見
」

（
2
3
）
　
同
前
。

（
2
4
）
　
『
幹
事
会
議
事
録
』

（
妬
）
　
（
2
2
）
に
同
じ
。

（
2
6
）
　
第
三
回
幹
事
会
で
の
川
村
発
言
（
『
幹
事
会
議
事
録
』
）

（
η
）
　
内
務
省
労
働
組
合
法
案
は
、
南
原
繁
ら
が
治
警
法
一
七
粂
廃
止
・

　
調
停
法
と
一
連
の
も
の
と
し
て
立
案
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
調
査
会

　
で
は
、
治
警
法
を
前
提
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
団
緒
権
・
同
盟

　
罷
業
権
等
を
認
め
よ
う
と
す
る
南
原
構
想
を
床
次
・
川
村
ら
が
受
け

　
い
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
で
は
な
ぜ
こ
の
法
案
が
提
出
さ
れ
た

　
の
か
。
従
来
、
そ
れ
は
制
定
意
恩
は
な
か
っ
た
が
農
商
務
省
と
の
対

　
抗
の
た
め
に
提
出
し
た
、
と
な
わ
ぱ
り
争
い
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

　
る
。
筆
者
も
そ
の
点
に
同
意
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

　
調
査
会
で
の
議
論
を
み
る
と
、
こ
の
組
合
法
案
は
、
治
警
法
を
前
提

　
と
す
れ
ば
、
労
働
組
合
を
監
督
取
締
下
に
お
く
上
で
有
効
で
あ
る
、

　
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
法
の
形
式
か
ら
み
れ
ば
、
農
商
務

　
省
案
に
比
し
て
「
自
由
主
義
」
的
と
も
い
え
よ
う
が
、
内
容
か
ら
い

　
え
ぱ
、
治
警
法
に
よ
る
同
盟
罷
業
の
実
質
的
制
隈
と
と
も
に
、
警
察

　
官
僚
に
よ
る
取
締
の
発
想
に
よ
り
適
合
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
こ
に
内
務
省
首
脳
が
一
定
利
用
し
う
る
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

　
ろ
う
か
。

（
2
8
）
　
労
働
－
社
会
政
策
は
、
一
般
的
に
は
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
い

　
て
、
労
働
組
合
立
法
と
社
会
保
険
を
二
つ
の
柱
と
し
て
、
「
譲
歩
・

　
改
良
に
よ
る
統
治
」
を
す
す
め
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
（
相
沢

　
与
一
『
国
家
独
占
資
本
主
義
と
社
会
政
策
』
未
来
社
、
　
一
九
七
四
年
、

　
参
照
）

（
2
9
）
　
以
下
、
相
沢
与
一
前
掲
薔
、
安
困
浩
「
日
本
帝
国
主
義
確
立
期

　
の
労
働
問
魍
」
（
歴
史
学
研
究
別
冊
『
世
界
史
に
お
け
る
地
域
と
民

　
象
（
続
）
』
一
九
八
○
年
）
、
武
田
鴫
人
「
一
九
二
〇
年
代
史
研
究
の

　
方
法
に
関
す
る
覚
薔
」
（
『
歴
史
挙
研
究
』
伽
号
、
　
一
九
八
O
年
）
、

　
等
参
照
。

（
3
0
）
　
西
岡
孝
男
「
労
働
組
合
法
案
と
資
本
家
団
体
－
犬
阪
工
業
会
を

　
中
心
に
ー
」
（
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
』
m
号
、
一
九
六
八
年
）
参
照
。

（
3
1
）
　
安
井
英
二
『
労
働
運
動
の
研
究
』
三
二
～
三
頁
。
執
筆
は
二
二

　
年
九
月
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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